公園事業申請書等添付書類チェックリスト（No.1）
・認可（協議）申請書、変更認可（協議）及び譲渡承継申請書
申請内容によっては添付不要なものがあるので、公園事業関係申請書等添付書類一覧（No.1）により、チェックすること。

	添付書類の種類
	必要とされる添付書類の内容等
	チェック

	個人：住民票の写し
法人：登記事項証明書、定款、寄付行為又は規約、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書（設立後3年を経過していない法人にあっては、設立後の各事業年度に係るもの）
	申請書正本に正本を、控えには写しを添付

	


	施設の位置を明らかにした
縮尺1:25,000程度の地形図
	1/25,000～1/10,000程度の地形図に行為地を明確に記した図面（市町村の管内図でも可。ただし、地形図としての情報が不可欠）
	



	施設の付近の状況を明らかにした
縮尺1:5,000程度の概況図
	1/5,000～1/1,000程度の地図上に行為地と周辺の状況が分かるように記した図面（見取図でも良いが、周辺の道路、住宅地、公共施設、利用施設等との位置関係が明らかにできるもの）
	




	施設の付近の状況を明らかにした
天然色写真（カラー写真）


	・事業地の全体が見渡せる写真
・事業地の状況（林相、現況施設等）が分かる写真
・主要な公園利用地点からの見え方が分かる写真
・事業地から主要な展望方向を見たときの写真
	




	施設の規模及び構造を明らかにした縮尺
1：1,000程度の
	配置図
	施設の形態に応じて、「行為許可申請書添付チェックリスト」を準用し、必要書類を添付すること。
ただし、施設の外観のみならず、施設内部の状況（間取りなど）が分かる図面も必要
譲渡承継申請の場合は不要
	

	
	各階平面図
	
	

	
	2面以上の立面図
	
	

	
	2面以上の断面図
	
	

	
	構造図
	
	

	
	意匠配色図
	
	

	
	給排水計画図
	
	

	公園施設の管理又は経営に関する経費について、収入並びに支出の総額及びその内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
	・施設の管理又は経営に要する収支計画を記した
書類（費目ごとにその内訳を明記）
・自己資金以外の資金のあるとき、その償還計画


	





	申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
	総会議事録の該当部分の写し等
	

	事業資金を調達することができることを証する書類



	・金融機関等からの融資証明書
（金融機関からの融資が第三者に行われ、第三者から申請者に資金提供される場合は、第三者から申請者への資金提供の契約書の写しも必要）
・自己資金分について残高証明書等は不要
	





	工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1:1,000程度の図面
	・工事の内容に応じて、「行為許可申請書添付書類チェックリスト」を準用し、必要書類を添付すること。
	




	工事の施行を要する場合にあっては、積算の根拠を明らかにした工事費概算書
	・工事費の内訳を項目ごとに明記した書類（「金抜き」は不可）
・必要に応じて、各項目の内訳書・明細書を添付（なお、公共事業の入札等の関係で、「金抜き」とすることもできる）
・単価表は不要
	






	公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該公園事業の執行のために使用することができることを証する書類
譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類




	土地にかかるもの
自己所有地の場合：土地の登記事項証明書
借地の場合：土地の所有者との借地契約書の写し
家屋にかかるもの
自己所有地の場合：家屋の登記事項証明書
借地の場合：家屋の所有者との借用契約書の写し
※未登記の場合は、固定資産税受領書（市町村発
行）の写しで代用できるものとする。
	








	公園事業の執行に関し土地収用法の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあっては、その収用又は使用を必要とする理由書
	土地収用法第3条第29号に掲げる「自然公園法による公園事業」として収用または使用を行う場合ばかりでなく、同条の他の各号にかかるものとして収用または使用する場合も添付すること。
	







 
